
部活動改革推進期間 部活動改革実行期間（前期） （後期）

年
度

令和６年度

(2024)

令和７年度

(2025)

令和８年度

(2026)

令和９年度

(2027)

令和10年度

(2028)

令和11～13年度

(2029～2031)

地
域
展
開 ・県、国との連絡調整

学
校
・
地
域

・坂出市部活動改革
（ホームページ広報）
・校長会における検討
（学校ニーズの把握）
・保護者会の開催 ・教職員への周知

推
進
体
制

・市部活動改革推進協
議会の開催（２回）
・地域クラブ活動移行検
討委員会
・部活動指導員配置検
討委員会

・期間中の取組検証

・関係団体との連携
・平日の地域展開
・地域クラブ認定要綱

・市地域クラブ活動推進
協議会の設置

※部活動の地域展開推進

担当部署の設置

新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ

・サッカー
（ＳＦＣ坂出-Ｕ15）

※部活動指導員配置
（バスケット、剣道）２名

・サッカー
（ＳＦＣ坂出Uｰ15）
・バレーボール
（紅桜会）

※部活動指導員配置
（バスケット、バドミント
ン、剣道、）４名

・新たな地域クラブ拡充
３競技⇒６競技

※部活動指導員の拡充
４名～６名

実証事業検討体制の整備
推進事業の検証

⇒新たな地域クラブの拡充
休日の部活動

できるだけ早期に完全地域展開をめざす

自走による運営

完全クラブ化に向けて学校、生徒・保護者説明会

坂出市地域クラブ活動推進室（仮称）の設置、運用

坂出市 新たな地域クラブ活動推進事業に係るロードマップ

※ 新たな地域クラブとの合意形成

立ち上げ、試行、自走準備

新たなまちづくりの推進（関係各課連携）

ウェルビーイングな暮らしの実現 
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